
 

   

 

「ＴＯＩＣＡ」乗車券のサービス開始日について 

 

 愛知環状鉄道株式会社では、お客様の利便性向上を目的として、東海旅客鉄道株式会社

（以下「ＪＲ東海」といいます）が発行するＩＣ乗車券「ＴＯＩＣＡ」の導入を進めてま

いりましたが、サービス開始日が決まりました。 

 

１．サービス開始日 

   平成３１年３月２日（土）始発から 

    ・「ＴＯＩＣＡ定期券」の発売及びご利用中の磁気定期券から「ＴＯＩＣＡ定期券」

への交換も平成３１年３月２日からです。 

     ・既存の磁気定期券（通勤、通学及び通学学期）も従来どおりご利用いただけます。 

 

２．サービスエリア 

   愛知環状鉄道線全駅及びＪＲ東海のＴＯＩＣＡエリア各駅間相互 

   ・全国相互利用の交通系ＩＣカード（注）でご乗車いただけます。 
   （注）「Ｋｉｔａｃａ」「ＰＡＳＭＯ」「Ｓｕｉｃａ」「ｍａｎａｃａ（マナカ）」「ＴＯＩＣＡ」「ＰｉＴａＰａ」

「ＩＣＯＣＡ」「はやかけん」「ｎｉｍｏｃａ」「ＳＵＧＯＣＡ」 

 

３．「ＴＯＩＣＡ」及び「ＴＯＩＣＡ定期券」の発売駅 

    岡崎、中岡崎、北岡崎、三河豊田、新豊田、八草、瀬戸口、瀬戸市、高蔵寺の各駅 
 

 ４．発売するＴＯＩＣＡ定期券 

   ・種類 

 「通勤定期乗車券」及び「通学定期乗車券」 

   ・発売範囲 

    「愛知環状鉄道線各駅間相互」及び 

「愛知環状鉄道線各駅とＪＲ東海の以下各駅間相互」 

  東海道本線 浜松駅から関ケ原駅間 

   中央本線  名古屋駅から中津川駅間 

   関西本線  名古屋駅から四日市駅間 

   武豊線   大府駅から武豊駅間 

   太多線   多治見駅から美濃太田駅間 

   （注）経路により一部発売できない駅間がございます。 

 

５．その他 

   ・「ＴＯＩＣＡ」サービス開始に伴う、記念ＴＯＩＣＡの発売はございません。 

    ・詳細なお取扱いは、平成３１年２月頃当社ホームページ等でお知らせいたします。 

      愛知環状鉄道ホームページ  http://www.aikanrailway.co.jp/ 

 
※「Ｋｉｔａｃａ」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「ＰＡＳＭＯ」は、株式会社パスモの登録商標です。※「Ｓｕｉｃａ」は、東日本旅客鉄

道株式会社の登録商標です。※「ｍａｎａｃａ」「マナカ」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。※「ＴＯＩＣＡ」は、

東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「ＰｉＴａＰａ」は、株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩの登録商標です。※「ＩＣＯＣＡ」は、西日本旅客鉄道株式会

社の登録商標です。※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。※「ｎｉｍｏｃａ」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。※「ＳＵＧＯＣＡ」は、

九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

平成３０年１２月１２日（水） 

愛知環状鉄道株式会社  

 

http://www.aikanrailway.co.jp/

